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「郵送申告」と
「申告書提出箱への
提出」が便利です

 

  

市政情報Town Information

公的年金等収入の合計（遺族・
障害年金、年金生活者支援給付
金等は含まず）は 98 万円を超
えますか？

公的年金等収入の合計（遺族・
障害年金、年金生活者支援給付
金等は含まず）は 148 万円を超
えますか？

源泉徴収票に記載されている扶養、寡婦、
ひとり親、障害、社会保険料などの控除に
追加または変更がありますか？
医療費控除、生命保険料控除など、各種控
除を受けますか？

令和３年１月１日現在、65 歳以上の人ですか？
（昭和 31 年１月１日以前に生まれた人）

公的年金等以外に収入はありましたか？
（公的年金等に当たるもの＝国民年金、厚生年金、
共済年金、企業年金など）

令和３年度市民税県民税申告のご案内
【自書による郵送申告にご協力を】
　「令和３年度市民税県民税申告のお知らせ」を
広報ひろさき１月15日号と同時配布する予定で
す。お知らせを確認の上、申告が必要な人は忘
れずに申告をしてください。新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、市民税県民税の申告は、
自書した申告書をできるだけ郵送で提出するよう
お願いします。郵送での申告は１月 15日（金）
から受け付けます。

【年金収入がある人の申告について】
　公的年金等（国民年金、厚生年金、共済年金、
企業年金などの老齢年金）の収入が 400万円以
下で、その他の所得が 20万円以下の人は、所得
税の確定申告が不要です（※）が、市民税県民税
の申告が必要な場合があります。下記の「年金収
入フローチャート」で、自分が市民税県民税の申

告が必要かどうかをご確認ください。
※所得税の還付や損失の繰越控除などを受けよう
とする人は、確定申告が必要です。確定申告をす
る人は、市民税県民税の申告は原則不要です。
【医療費控除を受けようとする人は】
　令和３年度の申告から、「医療費控除の明細書」
を提出しないと、医療費控除を受けることができ
なくなりました（領収書の提出・提示でも可とす
る経過措置は昨年度で終了しました）。医療費控
除の明細書の様式は、市ホームページに掲載して
いるほか、広報ひろさき１月 15日号と同時配布
予定の「令和３年度市民税県民税申告のお知らせ」
にも掲載しますのでご活用ください。
■問い合わせ・提出先　市民税課市民税第二・第
三係（〒 036-8551、上白銀町１の１、☎ 40-
7025、40-7026）

▼年金収入フローチャート

市民税県民税の申告は必要ありません

市民税県民税の申告が
必要です

いいえ

詳しくは広報ひろさ
き 1 月 15 日号と同
時配布予定の「令和
３年度市民税県民税
申告のお知らせ」を
ご確認ください。

※フローチャートは年金収入があ
る人の一般例です。不明な点は、
お問い合わせください。
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弘前市上下水道事業経営審議会の委員を募集

　上下水道事業の経営や計画に関する重要な施策
等に関して、市民の皆さんの意見を反映させるた
め、弘前市上下水道事業経営審議会の委員を募集
します。
▼応募資格　市内に在住する満 20 歳以上の人
（市議会議員、市職員〈退職者を含む〉、市の他の
附属機関委員等を除く）
▼募集人員　２人程度
▼募集期間　１月４日（月）～29日（金・必着）
▼任期　委嘱の日から２年間
▼会議の開催　会議は年２～３回程度で、平日の
日中に開催予定
▼報酬など　会議１回の出席につき報酬１万円と
交通費を支給
▼応募方法　応募用紙に次の事項を記入し、郵送、
持参、ファクスまたはEメールで提出を。
①住所・氏名（ふりがな）・性別（任意）・生年月

日・職業・電話番号
②「市民の暮らしを守る上下水道事業を未来につ
なぐためには（応募者自身の関わり方も含めて）」
をテーマとした作文（600字程度）
③志望動機
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市
ホームページに掲載しているほか、上下水道部総
務課（岩木庁舎２階）とお客様センター（市役所
１階および岩木庁舎１階）で配布しています。な
お、応募用紙は返却しません。
▼選考方法など　応募書類の選考で決定後、結果
は応募者全員に書面で通知します。選任された人
については委員名簿等で氏名を公表します。
■問い合わせ・提出先　上下水道部総務課総務
契約係（〒 036-1393、賀田１丁目１の１、
☎ 55-9660、ファクス 55-9680、E メール
suisoumu@city.hirosaki.lg.jp）

市民の中から
募ります

１月４日（月）から
スマートフォンで
市税等の納付ができます
スマートフォン決済アプリを利用した納付が可能となり、自宅に

いながらキャッシュレス決済により市税等が納められます。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

※専用アプリのインストールと利用登録が必要です。

利用できるアプリの種類

● PayPay 請求書払い
● LINE Pay 請求書支払い
● PayB

利用できる市税等

●市県民税（普通徴収）
●固定資産税・都市計画税
●軽自動車税（種別割）
●国民健康保険料（普通徴収）

▼次のものは取り扱いできませんので、ご注意ください。

 合計金額が 30万円を超えるもの／バーコード印字のないもの／納期限が過ぎた納付書など

■問い合わせ先　収納課納税推進係（☎40-7031）

年金は遺族年金または障害年金のみですか？

 

■問い合わせ先　環境課廃棄物政策係（☎32-1969）

ごみ減量速報たか丸くんの

令和２年 10 月の

ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,979t 234t減 !
（昨年同月比）

 
一人一人ができるごみ減量を★
僕の今年の目標は食べきりだよ。
まずはおせち料理を食べきろう♪

便利に
なるなぁ
～♪


